
 
令６日ス振調第 20号 

令和６年４月 15 日 

 

回    答    書 

 

競争加入者各位 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

理 事 長  芦  立    訓 

 

 

調達件名：令和 6年度ポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業におけるスポーツ・フォー・

トゥモロー・コンソーシアム会員等が利用するソーシャルコミュニティ SaaS提供業務委託 

 

標記調達件名の質問書について、以下のとおり回答します。 

 

№ 質問事項 回答 

1 機能別の要件定義、「3. 管理者向け機能」＞

「(2) チャンネルの作成・管理機能」＞「(ウ)

各チャンネルを公開・非公開・限定公開の設定

が可能なこと。」について、弊社プラットフォー

ムでは、チャンネルを非公開状態にするには、3

つの方法があります。 

・チャンネルの削除 

・非公開にしたい対象者をチャンネルから退会

させる 

・（グループ招待で作成したチャンネルの場合）

非公開にしたい対象者をグループから退会させ

る 

という対応になるが、指定の機能要件を満たし

ているか？ 

 

チャンネルを非公開する方法として、質問

いただいた３つの方法は機能要件を満たし

ます。 

 

 


